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【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
・
２
０
０
９

年
８
月
分
】

　

２
月
１
日
（
日
）
午
前
９
時
ま

で
に
使
用
料
金
を
お
つ
り
の
な
い

よ
う
お
持
ち
に
な
り
、
ひ
な
た
村

に
お
い
で
下
さ
い
。

　

希
望
日
に
主
催
事
業
が
入
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し

て
の
催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
（
子
ど

も
会
等
活
動
支
援
事
業
）
・
４
月

分
】 ひ

な

た

村

利
用
者
抽
選
会

　

地
域
の
子
ど
も
会
や
学
校
の
ク

ラ
ス
会
等
の
活
動
を
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
作
り
か
ら
当
日
の
指
導
ま
で
お

手
伝
い
す
る
事
業
で
す
。

　

２
月
１
日
（
日
）
午
前　

時
ま

１０

で
に
ひ
な
た
村
へ
お
い
で
下
さ

い
。
利
用
状
況
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

※
第
１
・
第
３
火
曜
日
、
祝
日
の

翌
日
は
お
休
み
で
す
。

問
ひ
な
た
村
��
７
２
２
・
５
７
３

６
　

介
護
が
必
要
な
と
き
に
安
心
し

て
利
用
で
き
る
環
境
を
整
え
る
た

め
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を

整
備
運
営
す
る
事
業
者
を
募
集
し

ま
す
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

整
備
運
営
事
業
者

募
集
規
模
２
施
設
２
０
０
床
程
度

募
集
地
域
市
内
全
域

事
業
用
地
自
己
所
有
地
ま
た
は
借

地開
設
年
度
平
成　

年
度

２３

申
込
期
限
３
月　

日
３１

　

ま
た
、
４
月
か
ら
次
の
市
有
地

を
利
用
し
た
整
備
運
営
事
業
者
も

募
集
し
ま
す
。

募
集
規
模
１
施
設
１
０
０
床
程
度

事
業
用
地
成
瀬
２
１
０
６
ほ
か

申
込
期
間
４
月
１
日
〜
５
月　

日
１５

要
項
配
布
場
所
・
問
高
齢
者
福
祉

課
��
７
２
４
・
４
０
４
８

【
紙
芝
居
・
大
人
の
時
間
】

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

紙
芝
居
上
演
会

日
２
月
６
日
（
金
）
午
前　

時　
１０

３０

分
〜　

時　

分

１１

３０

場
町
田
市
民
文
学
館
１
階
文
学
サ

【
忠
生
公
園
の
冬
の
野
鳥
】

　

水
辺
や
雑
木
林
な
ど
で
み
ら
れ

る
野
鳥
を
観
察
し
ま
す
。

日
２
月
１
日
（
日
）
午
前
９
時　
３０

分
〜　

時　

分
（
雨
天
中
止
）

１１

３０

集
合
場
所
忠
生
が
に
や
ら
自
然
館

持
ち
物
双
眼
鏡

問
忠
生
が
に
や
ら
自
然
館
��
７
９

２
・
１
３
２
６

定
例
自
然
観
察
会

　

子
育
て
、
悩

ん
で
い
ま
せ
ん

か
。
ひ
と
り
で

悩
む
の
は
苦
し

い
も
の
。
相
談
で
き
る
友
達
、
見

つ
け
ま
せ
ん
か
。

　

子
育
て
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
お

招
き
し
、
幅
広
い
方
面
か
ら
役
立

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
！

子
育
て
応
援
講
座

つ
情
報
を
伝
え
ま
す
。
調
理
実
習

や
お
子
さ
ん
を
交
え
て
の
ス
キ
ン

シ
ッ
プ
遊
び
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

※
保
育
あ
り
。

対
市
内
在
住
の
１
・
２
歳
児
を
も

つ
親
と
子
で
、
ま
ち
だ
中
央
公
民

館
の
継
続
保
育
を
受
け
た
こ
と
の

な
い
方

日
２
月
４
日
〜
３
月　

日
の
原
則

１８

水
曜
日
、
午
前　

時
〜
正
午
、
全

１０

７
回

場
ま
ち
だ
中
央
公
民
館

定　

人
（
抽
選
）

２０
費
１
０
０
０
円
（
保
育
お
や
つ

代
）

※
そ
の
ほ
か
、
調
理
実
習
材
料
費

・
外
出
時
交
通
費
を
負
担
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

申
往
復
ハ
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
お
子
さ
ん
の
名
前

（
ふ
り
が
な
）
・
生
年
月
日
・
性

別
を
明
記
し
、
１
月　

日
ま
で

２８

（
必
着
）
に
ま
ち
だ
中
央
公
民
館

「
乳
幼
児
を
持
つ
親
の
た
め
の
家

庭
教
育
学
級
」
担
当
（
〒　

－

０

１９４

０
１
３
、
原
町
田
６－

８－

１
、

��
７
２
８
・
０
０
７
１
）
へ
。

対
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末
ま

１１

１８

で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
て
、
所
得

税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額

が
あ
る
方

※
平
成　

年
以
降
に
入
居
し
、
所

１９

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

て
い
る
方
は
、
こ
の
控
除
の
適
用

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
適
用
を
受
け
る
方
は
、
毎
年
申

告
が
必
要
で
す
。

申
告
期
限
３
月　

日
（
月
）

１６

申
告
書
提
出
先

【
①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ

な
い
方
】

　

平
成　

年
分
給
与
所
得
の
源
泉

２０

徴
収
票
（
原
本
）
を
添
付
し
て

「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
（
年
末
調
整
で
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
い

納
税
者
用
）
」
を
平
成　

年
１
月

２１

１
日
現
在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
郵
送
で
の
申
告
も
可
能
で
す
。

　

控
え
が
必
要
な
方
は
、　

円
切

８０

手
を
張
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
下
さ
い
。

※
入
居
年
月
日
の
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
（
住
宅
借
入
金
等
の
年
末

残
高
合
計
額
の
記
入
欄
は
な
く
な

り
ま
し
た
）
。

【
②
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
】

　

作
成
済
み
の
「
市
町
村
民
税
・

道
府
県
民
税　

住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
申
告
書
（
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税
者

用
）
」
を
確
定
申
告
書
提
出
時
に

税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

申
告
会
場
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市

民
フ
ロ
ア
ー

会
場
設
置
期
間
２
月
２
日
（
月
）

〜
３
月　

日
（
月
）
ま
で
の
平
日

１６

と
２
月　

日
（
日
）
及
び
３
月
１

２２

日
（
日
）

受
付
時
間
午
前
９
時
〜　

時　

分

１１

３０

（
受
付
が
混
雑
し
た
場
合
、
午
後

の
受
付
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）
、
午
後
１
時
〜
４
時

※
申
告
会
場
に
お
い
で
の
際
は
、

印
鑑
・
入
居
年
月
日
の
分
か
る
も

の
と
、
①
所
得
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
な
い
方
は
、
平
成　

年
分
給

２０

与
所
得
者
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
）
を
、
②
所
得
税
の
確
定
申
告

を
さ
れ
る
方
は
、
作
成
済
み
の
確

定
申
告
書
を
お
持
ち
下
さ
い
。

申
告
書
配
布
場
所
市
役
所
市
民
税

課
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市
民
課

駅
前
連
絡
所
、
木
曽
山
崎
・
玉
川

学
園
文
化
の
各
セ
ン
タ
ー

※
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税

者
用
の
申
告
書
は
、
町
田
税
務
署

・
ぽ
っ
ぽ
町
田
で
も
配
布
し
ま

す
。

※
申
告
書
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
↓
税
・
税

証
明
↓
申
請
書
等
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
↓
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
関

係
書
類
↓
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
申
告
書
）
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
市
民
税
課
��
７
２
４
・
２
１
１

４
、
２
１
１
５
、
２
１
１
７

町田市地域包括支援センターの催し
　同センターは、地域の高齢者のための総合相談窓口として、市が委託設
置している公共機関です。

問高齢者福祉課��７２４・２１４６

申し込み・費用等会　場日　時催し名

電話で桜館地域包括支援セ
ンター（��７９７・８０３２）
へ。
※当日直接参加も可。

忠生市民セン
ターホール

２月１日（日）
１０：００～１１：３０

「認知症って
なぁに？」
（劇をとおし
て認知症を理
解する）

電話で桜実会地域包括支援
センター（��７１０・３３７８）
へ。
対象：６０歳以上の方（全回

出席できる方優先）
費用：１回につき２００円
　　　４回目のみ１，０００円

玉川学園文化
センター

２月１３日（金）
１０：００～１２：００
２月１８日（水）
１０：３０～１３：３０
２月２６日（木）
１０：００～１２：００
３月４日（水）
１０：００～１３：００
３月１１日（水）
１０：００～１２：００
３月１７日（火）
１０：００～１２：００

地域介護予防
教室
「おいしく食
べて心も体も
いきいき」
（調理実習、
音楽療法、口
腔ケア指導
等）

電話で芙蓉園地域包括支援
センター（��７９６・２７８９）
へ。
※当日直接参加も可。

つくし野デイ
サービスセン
ター（つくし
野小学校内）

１月２５日～２
月２２日の毎週
日曜日
１３：３０～１５：３０

地域介護予防
教室
「ボランティ
ア養成講座」

「借換え」融資のご案内

　市では２００９年１月１日より町田市中小企業融資制度に「借換え」融資制度を設けま
した。これまでは、借換えの規定が無いため、事業者の方ご自身が資金を調達し繰上
げ完済の後、新規の融資を申し込んでいただいていました。今後は、事前に繰上げ完
済をすることなく、融資枠一杯の融資を申し込みすることができるようになります。
　借換え融資は、当初の融資を受けた取扱金融機関で申し込んで下さい。借換え融資
を受けたときは、同時に当初の融資の残額をすべて返済していただくことになりま
す。

緊急融資（緊急資金）のご案内

　市では、取扱金融機関と協力し、市内の中小企業者に対し、中小企業融資制度として
長期で低利な事業資金の融資をしています。今回は緊急資金の融資をご案内します。

融資対象者　※次のいずれかに該当する方
１．最近３か月の月平均売上額が前年同期の月平均売上額に比べ、５％以上減少して
いる
２．災害による被害または事故等により、経営の安定に支障を生じている
３．ディーゼル排ガス規制に伴い、基準を満たすため、買い換え等の必要に迫られて
いる
４．町田市が行う住居表示、土地区画整理事業等による事業所の所在地表示変更に伴
い、事業資金を必要とする

　市の制度のほか、セーフティネット保証制度（国制度）があります。取引先等の再
生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に
支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための緊急措置も行っていま
す。詳細については中小企業庁金融課��０３・３５０１・１５１１（内線５２７１～５２７５）へお問い
合わせ下さい。なお、セーフティネットの認定書は、産業観光課窓口で発行していま
す。手続き等については、町田市ホームページをご覧下さい。

問産業観光課��７２４・２１２９

融資制度の内容

融資期間融資利率融資限度額資金使途資金の種類

５年以内（６か月の
据置期間を含む）

年利２．０％
（１．５％）５００万円緊急に必要とする運転資金

または設備資金緊急資金

事業主の皆さんへ 事業主の皆さんへ

ご利用下さい、借換え融資・緊急融資ご利用下さい、借換え融資・緊急融資

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住
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